
件
名金

融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
条
第
三
項
第
一
号
イ
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
人
か
ら
除
か
れ
る

も
の
等
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件



1

○
金
融
庁
告
示
第

号

金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
七
十
九
号
）
の
一
部
の
施
行
及
び
金
融
商
品
取
引
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第

号
）
の
施
行

に
伴
い
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
条
第
三
項
第
一
号
イ
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
人
か
ら
除

か
れ
る
も
の
等
を
定
め
る
件
（
令
和
三
年
金
融
庁
告
示
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
六
年
二
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。

令
和
六
年

月

日

金
融
庁
長
官

栗
田

照
久

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



2

改

正

後

改

正

前

（
特
例
地
域
金
融
機
関
）

（
特
例
地
域
金
融
機
関
）

第
三
条

府
令
第
二
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
金
融
機
関

第
三
条

［
同
上
］

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

五

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四

（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
八
十
四
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十

百
八
十
四
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る

二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
農
業
協
同
組
合

農
業
協
同
組
合

［
六
・
七

略
］

［
六
・
七

同
上
］

第
四
条

［
略
］

第
四
条

［
同
上
］

［
表
略
］

［
同
上
］

備
考

備
考

こ
の
表
に
お
い
て
「
特
定
の
疾
病
」
と
は
、
悪
性
新
生
物
、
心
臓
疾
患
及

こ
の
表
に
お
い
て
「
特
定
の
疾
病
」
と
は
、
悪
性
新
生
物
、
心
臓
疾
患
及

び
脳
血
管
疾
患
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
の
疾
病
を
含
む
十
を
超
え
な
い
範
囲

び
脳
血
管
疾
患
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
の
疾
病
を
含
む
十
を
超
え
な
い
範
囲

内
の
数
の
疾
病
で
あ
っ
て
、
保
険
会
社
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用

内
の
数
の
疾
病
で
あ
っ
て
、
保
険
会
社
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る

環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
一
条

法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
一
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す

第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
会
社
を
い
う
。
）
、
外
国
保
険
会
社
等
（

る
保
険
会
社
を
い
う
。
）
、
外
国
保
険
会
社
等
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る

同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
外
国
保
険
会
社
等
を
い
う
。
）
又
は
少
額
短
期
保

外
国
保
険
会
社
等
を
い
う
。
）
又
は
少
額
短
期
保
険
業
者
（
同
項
第
三
号
に

険
業
者
（
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
少
額
短
期
保
険
業
者
を
い
う
。
）
が
保

規
定
す
る
少
額
短
期
保
険
業
者
を
い
う
。
）
が
保
険
約
款
に
定
め
て
い
る
も

険
約
款
に
定
め
て
い
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


